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第１節  

１ 事業の体系 
 

医療提供体制の整備     

が ん 医 療 対 策 東京都がん対策推進協議会 （医療政策課） 

高度ながん医療の総合的な展開 （医療政策課） 

患者及びその家族の苦痛・不安の軽減 （医療政策課） 

ライフステージに応じたがん対策 （医療政策課） 

がん登録推進事業 （医療政策課） 

地 域 医 療 対 策 糖尿病医療連携推進事業 （医療政策課） 

在宅療養普及事業 （医療政策課） 
 

在宅療養環境整備支援事業 （医療政策課） 
 

在宅人工呼吸器使用者療養支援事業 （医療政策課） 

区市町村在宅療養推進事業 （医療政策課） 

東京都多職種連携ネットワーク事業 （医療政策課） 

入退院時連携強化事業 （医療政策課） 

在宅療養研修事業 （医療政策課） 

 在宅医療参入促進事業 （医療政策課） 

ＡＣＰ推進事業 （医療政策課） 

小児等在宅医療推進研修事業 （医療政策課） 

在宅医療推進強化事業 （医療政策課） 

地域医療構想推進事業(転換促進、 
開設準備経費支援) 

（医療政策課） 

リハビリテーション対策 （医療政策課） 

病床機能再編支援事業 （医療政策課） 

医療機関等物価高騰緊急対策事業 （医療政策課） 

都民の視点に立った医療情報の提供 都民の医療に対する理解と参画推進事業 （医療政策課） 

保健医療情報の提供 （医療政策課） 

歯 科 保 健 医 療 対 策 普及啓発・基盤整備 （医療政策課） 

障害者等歯科保健対策 （医療政策課） 

医療施設に対する支援事業 公立病院に対する補助 （医療政策課） 

民間医療機関に対する補助 （医療政策課） 

外国人未払医療費補てん事業 （医療政策課） 

東京都地域医療連携システムデジタル
環境整備推進事業 

（医療政策課・ 
 救急災害医療課） 

病院診療情報デジタル推進事業 （医療政策課） 

オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業 （医療政策課） 

救 急 医 療 体 制 の 充 実 救急医療事業 （救急災害医療課） 

東京都ドクターヘリ運航事業 （救急災害医療課） 

循環器病対策の推進 （救急災害医療課） 

救急医療に関する普及・啓発 （救急災害医療課） 

救急患者の早期地域移行支援 （救急災害医療課） 

救急・周産期・小児医療機関の感染
拡大防止対策への支援 

（救急災害医療課） 

小 児 医 療 体 制 の 充 実 東京都こども救命センターの運営 （救急災害医療課） 

休日・全夜間診療事業(小児) （救急災害医療課） 

小児初期救急運営に対する補助 （救急災害医療課） 

小児医療協議会 （救急災害医療課） 

地域における小児医療研修事業 （救急災害医療課） 

- 89 -



− 90 − 
 

周 産 期 医 療 体 制 の 充 実 周産期母子医療センターの運営 （救急災害医療課） 

母体救命対応総合周産期母子医療センター
(スーパー総合周産期センター) 

（救急災害医療課） 

周産期搬送コーディネーターの配置 （救急災害医療課） 

多摩新生児連携病院 （救急災害医療課） 

周産期医療ネットワークグループの構築 （救急災害医療課） 

周産期連携病院(休日・全夜間診療事業) （救急災害医療課） 

周産期医療情報ネットワーク事業 （救急災害医療課） 

小児等在宅移行研修事業 （救急災害医療課） 

在宅移行支援病床運営事業 （救急災害医療課） 

在宅療養児一時受入支援事業 （救急災害医療課） 

ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援事業 （救急災害医療課） 

産科救急対応向上事業 （救急災害医療課） 

新生児医療担当医育成支援事業 （救急災害医療課） 

災害時小児・周産期医療対策 （救急災害医療課） 

助産所設備整備費補助事業 （救急災害医療課） 

災 害 時 医 療 体 制 の 整 備 東京都災害医療協議会の設置 （救急災害医療課） 

医療救護活動 （救急災害医療課） 

災害医薬品等の備蓄 （救急災害医療課） 

災害拠点病院の整備 （救急災害医療課） 

災害拠点連携病院の整備 （救急災害医療課） 

災害拠点病院等事業継続計画(ＢＣＰ) 
策定支援事業 

（救急災害医療課） 

医療機関水害対策ＢＣＰ策定ガイド
ラインの策定 

（救急災害医療課）      

移動電源車の確保事業 （救急災害医療課） 

東京都災害拠点病院災害時拠点強靱
化緊急促進事業 

（救急災害医療課） 

災害拠点病院等自家発電設備等整備強化事業 （救急災害医療課） 

医療施設耐震化促進事業 （救急災害医療課） 

医療施設耐震化対策事業 （救急災害医療課） 

医療施設耐震対策緊急促進事業 （救急災害医療課） 

医療施設防火対策緊急整備事業 （救急災害医療課） 

東京ＤＭＡＴの編成 （救急災害医療課） 

災害医療計画策定支援事業 （救急災害医療課） 

へき地医療対策等の充実 へき地医療従事者の確保 （救急災害医療課） 

東京都地域医療支援ドクター事業 （医療人材課） 

島しょ救急患者の搬送 （救急災害医療課） 

山谷地域及び路上生活者救急医療協力謝金 （救急災害医療課） 

医 療 安 全 対 策 の 推 進 医療施設等の許認可・監視指導 （医療安全課） 

医療安全支援センター （医療安全課） 

東京都院内感染対策推進事業 （医療安全課） 

衛生検査所精度管理 （医療安全課） 

死体検案・解剖 （医療安全課） 

医療法人台帳オンラインシステム （医療安全課） 

医療機関における集中的検査の実施 （医療安全課） 

医療人材の確保と質の向上 医療人材の確保 （医療人材課） 

医療社会事業 （医療人材課） 

看護職員等の養成･定着･再就業対策 （医療人材課） 

資質向上対策 （医療人材課） 
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２ 医療政策部事業関連計画 

(1）東京都保健医療計画（第７次） 

ア 計画の性格 

医療法に基づく医療計画（地域の実情に応じて、都道府県における医療提供体制の確保を

図るための計画）を含む、東京の保健医療に関し、施策の方向性を明らかにする基本的かつ

総合的な計画 

計画期間：平成30年度から令和５年度までの６年間 

令和３年７月に中間見直し（医療法の規定により３年ごとに必要に応じて見直し） 

 

イ 計画の趣旨と基本理念 

東京都地域医療構想（平成28年７月）において、「東京の２０２５年の医療～グランドデ

ザイン～」である「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる『東京』」の実現に

向けた４つの基本目標を掲げた。 

【４つの基本目標】 

Ⅰ 高度医療・先進的な医療提供体制の将来にわたる進展 

Ⅱ 東京の特性を生かした切れ目のない医療連携システムの構築 

Ⅲ 地域包括ケアシステムにおける治し、支える医療の充実 

Ⅳ 安心して暮らせる東京を築く人材の確保・育成 

東京都保健医療計画は、地域医療構想の達成に向けた取組を具現化し、推進していくため

の計画である。 

 

ウ 計画の内容 

(ｱ）東京の将来の医療（地域医療構想） 

a 東京都地域医療構想 

b 地域医療構想の実現に向けた進め方 

(ｲ）保健医療圏と基準病床数 

a 保健医療圏 

b 基準病床数 

(ｳ）計画の推進体制  

(ｴ）健康づくりと保健医療体制の充実 

a 都民の視点に立った医療情報 

b 保健医療を担う人材の確保と資質の向上 

c 生涯を通じた健康づくりの推進 

生活習慣の改善（栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙等）、母子保健・子供家庭
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福祉、青少年期の対策、フレイル・ロコモティブシンドロームの予防、ＣＯＰＤ（慢性閉

塞性肺疾患）の予防、こころの健康づくり、自殺対策の取組 

d 切れ目のない保健医療体制の推進 

(a)５疾病 

①がん、②脳卒中、③心血管疾患、④糖尿病、⑤精神疾患・認知症 

(b)５事業 

①救急医療、②災害医療、③へき地医療、④周産期医療、⑤小児医療 

(c)在宅療養 

(d)リハビリテーション医療 

(e)外国人患者への医療 

e 歯科保健医療 

f 難病患者等支援及び血液・臓器移植対策 

難病患者支援対策、原爆被爆者援護対策、ウイルス肝炎対策、血液確保・血液製剤の適

正使用対策・臓器移植対策 

g 医療安全の確保等 

h 医療費適正化 

(ｵ）高齢者及び障害者施策の充実 

高齢者保健福祉施策、障害者施策 

(ｶ）健康危機管理体制の充実 

健康危機管理の推進、感染症対策、医薬品等の安全確保、食品の安全確保、アレルギー

疾患対策、環境保健対策、生活衛生対策、動物愛護と管理 

(ｷ）計画の推進主体の役割 

行政（区市町村・東京都・国・都保健所・研究機関）、医療提供施設、保険者、都民の

果たすべき役割 

 

エ 中間見直し（令和３年７月）主な内容 

(ｱ）在宅医療等のサービス必要量推計、基準病床数（一般・療養病床）の見直し 

(ｲ）新型コロナウイルス感染症を踏まえた感染症対策 

(ｳ）令和元年東日本台風等を踏まえた風水害対策 

(ｴ）デジタル化推進等 

 

(2）東京都がん対策推進計画（第二次改定） 

ア 計画策定の趣旨 

がん対策基本法に基づく都道府県がん対策推進計画であり、がんの予防から治療及び療養
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生活の質の向上に至るまでの都における総合的な計画 

計画期間：平成30年度から令和５年度までの６年間 

イ 全体目標と基本方針 

がん患者を含めた都民が、がんを知り、がんを克服することを目指し、三つの全体目標の

もと、都や区市町村、がん患者を含めた都民、医療従事者、各種関係団体、事業主等が一体

となって、様々な取組を進めていく。 

(ｱ）科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

望ましい食生活や運動等の身体活動、喫煙や受動喫煙による健康影響、がんのリスク因

子となる感染症予防等について、正しい知識を広く普及し、生活習慣や生活環境の改善に

つなげる取組を進める。 

科学的根拠に基づくがん検診を適切に受診することなどについての理解を促進するとと

もに、区市町村等が行う受診勧奨等の取組を支援し、受診率の向上を図る。また、検診実

施機関においてがん検診が高い精度で行われるよう、精度管理を行う区市町村等を支援す

る。 

(ｲ）患者本位のがん医療の実現 

診断から治療、その後のフォローも含めた全ての時期において、全人的なサポートを受

けられる「トータルケア」の提供を目指す。 

がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東京都が

ん診療連携協力病院による集学的治療の実施体制を充実させるとともに、病院と地域の医

療機関との連携を進める。 

小児やＡＹＡ世代（主に15歳以上40歳未満の思春期及び若年成人世代）、働く世代、高

齢者等全てのがん患者がライフステージに応じた適切な医療を受けられるよう診療体制の

整備を推進する。 

がんと診断された時からの切れ目のない緩和ケア提供体制の整備を進める。 

がんゲノム医療や免疫療法等の新たな治療法等について、患者が適切かつ安全に治療を

受けられるよう、医療機関や研究機関と連携しながら研究を推進する。 

(ｳ）尊厳を持って安心して暮らせる地域共生社会の構築 

多様な相談ニーズに対応するため、がん相談支援センター等の相談窓口の機能を充実強

化するとともに、相談窓口の情報を集約し、都民に発信することで、多様なニーズに合っ

た窓口に確実につながるよう支援していく。 

働く世代に加え、小児及びＡＹＡ世代や高齢者を含め、それぞれのライフステージに応

じた支援を行っていくほか、あらゆる世代に対して、がんに対する正しい理解を促進して

いく。 
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(3）東京都循環器病対策推進計画 

令和元年12月に施行となった「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環

器病に係る対策に関する基本法」に基づき、都における循環器病対策の総合的かつ計画的な推

進を図るための基本的方向性を定める計画として令和３年７月に策定 

計画期間：令和３年度から令和５年度までの３年間（以降は６年ごと） 

東京の強みを生かし、医療・介護・福祉サービスなどの施策と一体的に循環器病対策を推進

するために、東京都保健医療計画におけるグランドデザインの実現に向けた４つの基本目標ご

とに、東京独自の循環器病対策の方向性を示している。 
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３ 医療政策部事業関連統計 
 

医療資源の状況 

(1）医療施設数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和３年医療施設調査・病院報告」（厚生労働省） 

※については、年間（令和３年）の数値 

 

(2）都内医療施設に従事する小児科及び産科・産婦人科医師数等の推移（診療科は重複計上） 

 
 

 （単位：人） 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省） 

4,171 4,106 4,093 4,093 
4,012 

3,847 3,857 3,805 
3,725 

3,903 3,918 

4,008 

3,664 3,688 

3,888 

1,649 1,629 1,573 1,543 1,528 1,480 1,424 1,411 1,453 
1,559 1,598 1,638 

1,737 1,755 

1,870 

26,727 
28,463 29,136 29,648 

30,565 30,995 
32,698 

33,604 

35,616 

37,552 
39,116 

40,769 41,445 
42,497 

45,078 
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3,000

4,000

5,000
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第２節 

１ がん医療対策 

都民の高齢化が急速に進み、がんの罹(り)患者数及び死亡者数はますます増加していくことが

見込まれる中、より一層がん対策を充実・強化していく必要があることから、「東京都がん対策

推進計画（第二次改定）」を策定し、この計画に基づき、がん患者を含めた都民ががんを知り、

がんの克服を目指し尊厳を持って暮らしていくことができるようがん対策を推進している。（平成

30年３月策定、計画期間：平成30年度から令和５年度まで） 

 

(1）東京都がん対策推進協議会（平成19年５月設置） 

平成30年３月に策定した推進計画に基づき、総合的にがん対策を推進するため、学識経験者、

関係団体、患者代表、行政機関等により構成する協議会を設置し、各種がん対策事業の進行管

理・評価等を行う（。実施主体：東京都） 

(2）高度ながん医療の総合的な展開 

ア がん診療連携拠点病院事業（平成14年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

質の高いがん医療の提供と地域のがん医療水準の向上を図るための拠点である、がん診療

連携拠点病院（以下「国拠点病院」という。）における医療従事者の研修、がん患者の相談

支援体制の充実、がんに関する情報提供等の取組を進め、都内のがん医療の水準の向上を図

るため、国拠点病院に対する補助を行っている。 

また、国拠点病院機能の更なる充実強化のため、国拠点病院が行う医師向け緩和ケア研修

会、休日又は夜間におけるがん相談（平成21年度事業開始）、がん患者療養支援事業（平成

22年度事業開始）及び地域がん診療連携推進事業（平成21年度事業開始）への補助等を行っ

ている。（実施主体：国拠点病院、令和５年４月１日現在：28か所（都道府県拠点２か所、地

域拠点26か所）） 

イ 地域がん診療病院事業（平成27年度事業開始） 

国拠点病院のない二次保健医療圏のがん医療提供体制を確保するため、国拠点病院とのグ

ループ指定を受けた地域がん診療病院（以下「診療病院」という。）が行う、医療従事者の

研修、がん相談支援体制の充実、がんに関する情報提供等に対する補助を行っている。（実施

主体：診療病院、令和５年４月１日現在：１か所） 

ウ 東京都がん診療連携拠点病院事業（平成20年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

都では、国拠点病院と同等の高度な診療機能を持つ病院を、「東京都認定がん診療病院」

として独自に認定してきた。平成27年４月からは、名称を「東京都がん診療連携拠点病院」

（以下「都拠点病院」という。）に変更し、国拠点病院とともに都民に対し高度ながん医療

を提供する体制の充実を図っている。都拠点病院は、高度ながん医療の提供のほか、相談支

援、がんに関する情報提供等を行っており、これらに対する補助を実施している。 
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また、都拠点病院機能の更なる充実強化のため、都拠点病院が行う医師向け緩和ケア研修

会の実施への補助（平成22年度事業開始）を行っている。（実施主体：都拠点病院、令和５年

４月１日現在：９か所） 

エ 東京都がん診療連携協力病院（平成24年度事業開始） 

がんの発症部位ごとに、拠点病院と同等の高度な診療機能を有する医療施設を、都独自に

「東京都がん診療連携協力病院」（以下「協力病院」という。）として指定し、国拠点病院、診療

病院及び都拠点病院とともに、地域におけるがん医療を提供する体制の充実を図っている。

（実施主体：協力病院、令和５年４月１日現在：20か所） 

オ がん診療施設施設設備整備費補助（平成18年度事業開始） 

都内の国拠点病院、診療病院、都拠点病院、協力病院及びがん診療を行う公的病院に対して、良

質ながん医療の提供のための施設設備整備を行う場合の補助を実施している。（実施主体：民

間医療機関） 

(3）患者及びその家族の苦痛・不安の軽減 

ア がん診療連携拠点病院事業、地域がん診療病院事業、東京都がん診療連携拠点病院事業【再掲】 

国拠点病院、診療病院及び都拠点病院において、がん患者・家族等のための相談支援セン

ターを設置し、また、セカンド・オピニオンの提示が可能な医師の紹介を実施するなど、が

ん患者・家族等への情報提供、相談支援体制の充実を図っている。 

イ がんポータルサイトの運営（平成25年度事業開始） 

がん患者や都民等に対し、がんに関する様々な情報を分かりやすく一元的に提供するため、

「東京都がんポータルサイト」を開設している。（実施主体：東京都） 

ウ 緩和ケア推進事業（平成30年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

がんと診断された時から在宅療養に至るまで、患者がどこで療養していても切れ目なく適

切な緩和ケアが受けられる体制を整備するため、緩和ケアに携わる医療従事者の育成及びが

ん患者が住み慣れた地域で緩和ケアを受けられる体制の確保に取り組む（。実施主体：東京都

（一部、民間医療機関へ委託及び補助）） 

(4）ライフステージに応じたがん対策 

ア ＡＹＡ世代等がん患者支援事業（平成30年度事業開始【）「未来の東京」戦略】 

ＡＹＡ世代がん相談ＡＹＡ世代がん相談情報センターを設置し、世代特有の悩みや相談を

受けるとともに、身近な相談窓口を紹介するほか、患者サロンやピアカウンセリング等を実

施することにより、ＡＹＡ世代がん患者が適切な相談支援を受けられるよう、必要な体制を

整備する（。実施主体：東京都（医療機関に委託）令和５年４月１日現在：２か所） 

イ 東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携推進事業（平成25年度事業開始【）「未来の東京」戦略】 

国が指定する２か所の小児がん拠点病院のほか、都は、小児がんの高度な診療体制を有し

ている医療機関を「東京都小児がん診療病院」として認定し、小児がん患者に対し、速やか
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に適切な医療を提供する。 

また、都における小児・ＡＹＡ世代がん医療水準向上のため、都内の小児・ＡＹＡ世代が

ん診療に携わる医療機関による診療連携・相互支援のためのネットワークを整備する。（実施

主体：東京都、令和５年４月１日現在：小児がん拠点病院２か所、東京都小児がん診療病院13か所） 

ウ 若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業（令和３年度事業開始【）「未来の東京」戦略】 

がん治療により、生殖機能が低下する又は失うおそれがある若年がん患者等に対して、将

来の妊娠に備え、希望を持ってがん治療に取り組めるよう、生殖機能温存に関する意思決定

を支援するとともに、生殖機能温存治療、凍結組織の保存費用及びがん治療後の妊娠のため

の治療に要する経費を助成する（。実施主体：東京都） 

エ がん患者へのアピアランスケア支援事業（医療保健政策包括補助事業で実施）（令和５

年度事業開始）【新規】【「未来の東京」戦略】 

がん治療に伴う外見の変化に悩みを抱えている患者に対し、ウィッグや胸部補正具（補正

下着等）の購入やレンタル等にかかった費用を助成する区市町村を支援する。（実施主体：区

市町村） 

オ がん患者の治療と仕事の両立支援事業（平成30年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

がん患者の治療と仕事の両立を支援するため、就業継続等に必要な支援策の検討を進

めるとともに、企業における両立支援の取組を推進するための普及啓発等を実施する。（実施

主体：東京都） 

カ がん治療と就労の両立に向けた支援事業（令和５年度事業開始）【新規】【「未来の東

京」戦略】 

頭頚部がん患者のニーズ等を調査し、患者本位の医療技術の開発・提供や病院施設の

充実など、治療と就労の両立を多角的に支援する体制モデルを構築する。（実施主体：東

京都） 

(5）がん登録推進事業（平成22年度事業開始） 

都内医療機関の院内がん登録データの収集・分析を行い、各医療機関のがん診療機能の比

較・検証を行うことにより、都におけるがん医療水準の向上を図るため、「院内がん登録室」

を設置している。※全国がん登録、地域がん登録については68ページ参照（実施主体：東京都） 

 

 

２ 地域医療対策 

都は、都民の多様な保健医療需要に的確に応えるために、区市町村の区域で設定され、住民に

身近で利用頻度の高い保健医療サービスを福祉サービスと一体となって総合的・継続的に提供して

いく上での最も基礎的な圏域である一次保健医療圏、特殊な医療を除く一般の医療ニーズに対応

するための区域で、複数の区市町村からなる13の二次保健医療圏及び都全域での対応が必要な保

健医療サービスを確保する圏域である三次保健医療圏を設定し、都民に重層的かつ総合的に保健
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医療サービスを提供できる体制の構築に努めている。 

 

(1）糖尿病医療連携推進事業（平成20年度事業開始） 

東京都全域を視野に、地域における糖尿病の専門治療の機能を担う医療機関の設定、合併症予

防等の取組及び地域の医療連携体制の確保などを行うため、「東京都糖尿病医療連携協議会」

を設置している。 

また、各二次保健医療圏に圏域別検討会を設置し、各地域において糖尿病に関する医療連携の

取組を進めている。（実施主体：東京都（協議会）及び島しょを除く12圏域（検討会）） 

(2）在宅療養普及事業（平成22年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

急速な高齢化の進展や都民のニーズ、医療制度の変化に対応し、限られた医療資源を有効に活

用しながら、都民が身近な場所で安心して適切に在宅療養を行うことができる仕組みを構築す

るため、「東京都在宅療養推進会議」において全都的な取組が必要な事項について検討し、都

内全域で地域の実情に応じた在宅療養の推進を図る。 

また、区市町村及び地区医師会の事業展開を支援し、その実態を踏まえた都の施策構築を図る

ため、「地区医師会・区市町村連絡会」を開催する。 

あわせて、東京都退院支援マニュアルの活用を促進し、入院医療機関における退院支援強化を

図る。（実施主体：東京都） 

(3）在宅療養環境整備支援事業（医療保健政策区市町村包括補助事業にて実施）（平成19年度事業

開始） 

地域における在宅医療・介護連携の推進に向け、区市町村が実施する地域の実情に応じた取組

を支援する。（実施主体：区市町村） 

(4）在宅人工呼吸器使用者療養支援事業（医療保健政策区市町村包括補助事業にて実施）（平成25

年度事業開始） 

電力供給の停止がそのまま生命の危険に直結するおそれのある、在宅人工呼吸器使用者が停電

時等に必要とする物品の確保について支援し、在宅療養における安全・安心を確保する。（対

象物品：人工呼吸器に装着する無停電電源装置、自家発電装置、充電式の吸引器、蓄電池、実

施主体：区市町村） 

(5）区市町村在宅療養推進事業（平成27年度事業開始） 

地域における在宅療養体制の構築を図るため、区市町村が実施する以下の取組を支援する。

（実施主体：区市町村） 

ア 在宅医療と介護の提供体制の充実に向けた先駆的な取組 

イ 切れ目のない在宅医療提供体制の構築や医療・介護関係者等への情報共有等の取組 

ウ 小児等在宅医療の提供体制の整備（小児等在宅医療推進事業） 
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(6）東京都多職種連携ネットワーク事業（令和元年度事業開始） 

各地域で運用されている多職種連携システムの違いにかかわらず円滑に患者情報にアクセスで

きるポータルサイトを構築し、地域の医療・介護関係者の情報共有を充実するとともに、病院と

地域の情報共有、病院間の連携にも活用するなど、広域的な連携を促進する。（実施主体：東京都） 

(7）入退院時連携強化事業（平成30年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

医療機関における入退院支援に取り組む人材を育成・確保するとともに、入退院時における

地域との連携を一層強化し、在宅療養生活への円滑な移行を促進する。 

ア 入退院時連携強化研修 

入退院時における入院医療機関と地域の医療・介護関係者の連携・情報共有の一層の強化

を図るため、医療・介護関係者を対象とした研修を実施する（。実施主体：東京都（公益社団

法人東京都看護協会に委託）） 

イ 入退院時連携支援事業 

入退院支援に取り組む人材の配置に伴う人件費の一部を補助することで、医療機関におけ

る入退院支援体制の充実を図るとともに、病院と地域の医療・介護関係者の連携を支援する。

（実施主体：200床未満の都内病院（ただし、入退院支援加算１を取得している病院、精神

病床のみの病院等を除く。）） 

(8）在宅療養研修事業（平成26年度事業開始） 

医療・介護に関係する多職種が一堂に会し、各地域で連携して在宅療養患者を支える体制を整

備するために必要な方策について検討を行うほか、地域において、在宅療養推進の中心的な役

割を担う「在宅療養地域リーダー」の養成や、病院スタッフの在宅療養に関する理解促進のた

めの研修、地域の診療所等と病院の相互研修を実施することで、病院から在宅療養生活への円

滑な移行を促進するとともに、医療・介護関係者や行政職員等向けのシンポジウムを開催し、

在宅療養に関する知識付与や課題の共有、相互理解を図る。（実施主体：東京都（公益社団法人

東京都医師会に委託）） 

(9）在宅医療参入促進事業（平成30年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

今後の在宅医療等の需要増を踏まえ、訪問診療等を実施していない診療所医師等を対象に在宅

医療に関する理解の促進を図るためのセミナーを開催するとともに、在宅医の訪問診療に同行

して、実際の現場を体験できる同行研修を実施し、在宅医療への参入を促進する。（実施主体：

東京都） 

(10）ＡＣＰ推進事業（令和２年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

都民が希望する医療・ケアを受けることができるよう、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニ

ング）について、医療・介護関係者に対する実践力の向上のための研修等を実施するとともに、

小冊子「わたしの思い手帳」を都民に配布し、住み慣れた暮らしの場における看取り支援の充

実を図る。（実施主体：東京都） 
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(11）小児等在宅医療推進研修事業（平成30年度事業開始） 

地域の在宅医等向けに小児在宅医療に関する研修を実施することで、小児等の在宅医療を担う

人材の育成・確保を図る。（実施主体：東京都（委託実施）） 

(12）在宅医療推進強化事業（令和５年度事業開始）【新規】【「未来の東京」戦略】 

往診医療機関の活用などにより、地域において、24時間診療体制の構築を図る地区医師会の取

組を支援する。（実施主体：東京都） 

また、オンラインを活用した在宅医等の診療支援を行う病院の取組等を支援する。（実施主

体：東京都） 

(13）地域医療構想推進事業（転換促進、開設準備経費支援）（平成28年度事業開始）【「未来の東

京」戦略】 

病床機能の分化及び連携を促進するため、病床の整備や病床機能の転換を検討している医療機

関に対し、経営分析、転換計画の立案等を医療経営の専門家が支援する。（実施主体：東京都

（委託実施）） 

また、病床の整備や病床機能の転換を行う医療機関に対し、開設準備や人員体制の確保に対す

る経費の一部を補助する。（実施主体：民間医療機関） 

(14）リハビリテーション対策 

身体に機能障害があり、リハビリテーション医療を専門的に行う必要のある患者に対し、適切

な医療を行うことができるようリハビリテーション医療体制の充実に努めている。 

ア 東京都リハビリテーション病院の管理運営（平成２年５月一次開設、平成３年５月全面開設） 

リハビリテーション医療提供体制の中核となる東京都リハビリテーション病院を墨田区の

白鬚東地区防災拠点内に設置し、運営している。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都医

師会を指定管理者として指定）） 

イ 地域リハビリテーション支援事業（平成13年度事業開始） 

二次保健医療圏ごとに指定した地域リハビリテーション支援センターが、理学療法士等を

対象とした症例発表会等を開催するほか、介護リハビリテーションに対する支援として介護

支援専門員へのリハビリテーションに関する研修等を実施している。（実施主体：東京都（医

療機関に委託）、実績：12か所） 

(15）病床機能再編支援事業（令和３年度事業開始） 

地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制の構築に向け、地域医療構想に即した病床

機能の再編を行う医療機関を支援する。（実施主体：東京都） 

(16）医療機関等物価高騰緊急対策事業（令和５年度事業開始）【新規】 

物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、

支援金を支給する。 
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３ 都民の視点に立った医療情報の提供 

都民が適切に医療サービスを選択できるよう、東京都では医療機関に関する情報を分かりやす

く提供するとともに、医療情報に関する都民の理解を促進するための取組を行っている。 

 

(1）都民の医療に対する理解と参画推進事業（平成21年度事業開始） 

都民（患者・家族）が医療に関する情報を正しく理解し、適切な受診行動をとれるよう、「知

って安心暮らしの中の医療情報ナビ」（冊子版・Ｗｅｂ版、平成18年度から作成）の配布、都

民の理解促進を進める人材の養成、対話集会・公開講座などにより医療に関する理解促進を図

るとともに、都民と医療従事者との相互理解に資する取組を進める。（実施主体：東京都、対話

集会・公開講座は公益社団法人東京都医師会に委託） 

(2）保健医療情報の提供 

ア 東京都保健医療情報センター(平成３年３月仮開設、平成５年５月東京都健康プラザハイジ

アに移転し本格開設) 

高齢化の進展や疾病構造の変化等に伴って増大している保健医療情報への需要に対応するた

めの総合窓口として、保健・医療・福祉に関する相談対応や医療機関等の情報提供を行ってい

る。（実施主体：東京都（(ｱ)、(ｳ)及び(ｴ)は公益財団法人東京都福祉保健財団に委託）） 

(ｱ）保健医療福祉相談 

都民からの医療等に関する相談や問合せに専門相談員が対応している。 

(ｲ）インターネットによる医療機関情報の提供（平成15年４月運用開始） 

インターネットサイトの東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で、医療機関の検索

サービスを提供している。（日本語・英語・中国語・韓国語） 

(ｳ）音声自動応答システム又はオペレーターによる医療機関案内 

保健医療情報センターへの電話による医療機関案内の問合せに対して、コンピュータに

よる自動応答又はオペレーターが対応し、案内を行っている。さらに、聴覚障害者向けの

ファクシミリによる情報提供を併せて実施している。 

(ｴ）外国語による医療情報サービス 

外国語で診療できる医療機関や、日本の医療制度等について、相談員が５か国語に対応し案

内を行っている（。英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語） 

(ｵ）保健衛生に係る連絡通報受理業務 

保健所の閉庁時間帯における都民等からの情報の受付及び処理並びに感染症発生時や精

神科夜間休日救急診療等に係る関係機関への連絡通報受理の業務を実施している（特別区、

八王子市及び町田市については、各区市との契約に基づいて行っている。）。 

(ｶ）精神科救急医療情報センター（平成14年９月から保健医療情報センター内に設置） 

夜間休日に発生する精神科急性期医療において、症状に応じた医療を速やかに受けられ
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るよう、精神科救急初期・二次医療のコーディネートを担っている。 

 

東京都保健医療情報センターの相談事業実績等 

番号 種 別 対応時間等 実績（件） 

1 保健医療福祉相談事業 平 日:午前９時から午後８時まで 57,719 

2 
医療機関案内サービス 

「ひまわり」 

毎 日:24時間 (アクセス数) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 1,771,035

携帯ｻｲﾄ     30,188 

3 外国語による医療情報サービス 毎 日:午前９時から午後８時まで 11,507 

4 連絡通報受理業務 
平 日：午後５時から翌日午前９時まで 

土休日：午前９時から翌日午前９時まで 

 

20,380 

5 精神科救急医療情報センター 
平  日：午後５時から翌日午前９時まで

土休日：午前９時から翌日午前９時まで 

 

9,945 

 

イ 東京都こども医療ガイドシステム（平成15年10月運用開始） 

保護者向けに子供の病気や怪我などの緊急時対応の参考としてもらうため、インターネッ

ト等を通じて、親しみやすく信頼性の高い医療情報及び子育て情報を提供している。（実施主

体：東京都、実績：242,114件（トップページアクセス数）） 

ウ 外国人旅行者等への医療情報提供体制整備（平成27年度事業開始） 

(ｱ）外国人患者受入体制整備補助（平成29年度事業開始） 

医療機関の案内表示や資料の多言語化等に係る費用について補助を行う。（実施主体：都

内医療機関（国、都、独立行政法人等を除く。）） 

(ｲ）外国人患者対応支援研修（平成28年度事業開始） 

医療機関における外国人患者の受入体制の整備を支援するため、医療制度・文化・慣習

の違いや、外国人患者への対応方法等を学ぶ研修を実施する。（実施主体：東京都） 

(ｳ）救急通訳サービス（医療機関向け） 

救急で来院した患者が、日本語が不自由なため診療に支障を来すような場合に、電話に

よる通訳を行っている。（英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語・フランス語・

ベトナム語・ネパール語・タガログ語）（実施主体：東京都（委託実施）、実績：

164件） 

区分 対応時間 

英語・中国語 通年24時間 

韓国語・タイ語 

スペイン語・フランス語 

ベトナム語・ネパール語・

タガログ語 

平日午後５時から午後８時 

土休日午前９時から午後８時 

 

- 103 -



− 104 − 
 

(ｴ）外国人患者への医療等に関する協議会等（医療保健政策区市町村包括補助事業にて一部

実施）（平成30年度事業開始） 

外国人患者が症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関や関係団体、

観光・宿泊施設等による協議会を設置し、医療機関間及び関係機関との連携強化を図り、

外国人への医療提供に係る取組を促進する。 

また、地域の実情に応じた外国人患者の受入れ環境を整備する取組の支援を進めるとと

もに、宿泊施設等向けに対応マニュアルを配布し、症状に応じて、スタッフが患者を適切

な医療機関に受診させられるよう支援する。（実施主体：東京都） 

(ｵ）医療現場への「やさしい日本語」導入・普及事業（令和３年度事業開始） 

難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮した分かりやすい「やさしい日本語」の医療

現場への導入・普及を推進し、患者と医療現場の間における、より円滑なコミュニケーシ

ョンの実現を図る。（実施主体：東京都） 
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４ 歯科保健医療対策 

東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」に基づき、歯科口腔(くう)保健の推進に向けた取組を

実施するとともに、区市町村における歯科口腔(くう)保健の取組などを支援する。 

また、「東京都立心身障害者口腔(くう)保健センター」を設置し、地域の医療機関では対応が

困難な心身障害児(者)の歯科診療等を行っている。 

(1）普及啓発・基盤整備 

ア 歯科保健意識の向上 

都民の歯と口腔(くう)の健康づくりと、それによってもたらされる生活の質の向上や、

8020（80歳になっても20本以上の歯を保つ）の達成を目指して、区市町村、関係団体と連携

を図りながら、8020運動推進特別事業や歯科口腔(くう)保健推進事業等により、都民への普

及啓発等を推進する。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都歯科医師会に一部委託）） 

イ 保健所歯科保健推進事業（歯科保健普及対策）（平成９年度事業開始） 

都保健所において、専門機関としての立場から、市町村の事業を支援するとともに、管内

の保健医療情報の提供等により、地域における歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図って

いる。（実施主体：東京都、実績：歯科保健活動支援１回（参加者418名）） 

ウ 周術期口腔(くう)ケア推進事業（平成28年度事業開始） 

周術期における口腔(くう)ケアの重要性に鑑み、がん患者等の治療の苦痛を軽減し、患者

のＱＯＬを高めるため、専門的知識・技術を持つ歯科医療従事者の育成や、地域における医

科歯科連携の推進及び都民への普及啓発を行う。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都歯

科医師会に委託）） 

エ 在宅歯科医療推進事業（平成28年度事業開始） 

在宅療養患者の口腔(くう)機能の維持、向上を図るため、歯科医療機関や介護支援専門員

などの在宅療養を支える多職種に対し、在宅療養における歯科支援の大切さの啓発や歯科的

知識の理解促進のための取組を実施する。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都歯科医師

会に委託）） 

(2）障害者等歯科保健対策 

ア 保健所歯科保健推進事業（障害者等歯科保健推進対策）(平成９年度事業開始) 

都保健所において、障害者施設の入・通所者及び在宅障害者等のうち、障害の程度が特に

高い者などに対して、歯科相談、歯科保健指導、支援等を行う。 

また、地域の摂食嚥(えん)下機能支援の取組を推進するため、関係する諸機関との協議の

場を設置する。（実施主体：東京都） 
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保健所歯科保健推進事業（障害者等歯科保健推進対策）実績 

摂食・嚥下機能支援 

基盤整備 
歯科保健管理支援 歯科保健医療推進基盤整 

会議・連絡会 施設対象 会議等 
絵カード等 

普及 

実施回数 関係機関数 実施施設数 実施回数 実施回数 関係機関数 実施回数 参加機関数 

１回 １４か所 ６か所 ７回 ４回 ４８か所 １回 １か所 

講習会等実績：施設職員等対象11回 1,590人 

 

イ 心身障害児施設歯科診療事業運営費補助（昭和52年度事業開始） 

心身障害児施設の入所児及び通園児並びに地域の心身障害児（者）の歯科診療体制の確保

を図るため、心身障害児入所施設及び通園施設における歯科診療の運営事業に対し補助を行

っている。（実施主体：心身障害児施設、実績：６か所） 

ウ 東京都立心身障害者口腔(くう)保健センター（昭和59年６月１日開設） 

心身障害者の口腔(くう)保健の向上を図るために、予防、治療、歯科保健医療従事者等に

対する教育研修・情報提供等を行う施設として設置している。（実施主体：東京都（公益社団

法人東京都歯科医師会を指定管理者として指定）、実績：患者数13,289人、研修受講者1,248

人） 

エ 障害者歯科保健医療の推進（令和元年度事業開始） 

障害者への歯科医療に関する関係者の協議の場を設けるとともに、地域の歯科診療所と高

い専門性を持つ歯科診療機関、障害者施設等の連携促進に向けた取組を実施し、地域におけ

る障害者医療の充実を図る。（実施主体：東京都） 

 

 

５ 医療施設に対する支援事業 

公立病院に対する運営事業費等の補助や民間医療機関に対する施設・設備の整備費補助を行

い、医療施設の整備等を支援し、都民の医療の確保と向上を図る。 

 

(1）公立病院に対する補助 

ア 市町村公立病院整備事業費償還補助（平成９年度事業開始） 

多摩及び島しょ地区における市町村公立病院の整備事業費の起債償還に対して助成を行う

ことにより、医療機能の整備を促進し、地域医療の確保と向上を図る。（実施主体：市町村及

び一部事務組合、実績：８か所） 

イ 市町村公立病院運営事業補助（昭和49年度事業開始） 

多摩及び島しょ地区における市町村公立病院に対して、その運営に要する経費を補助する

ことにより、病院の財政健全化を促進し、地域医療の確保と向上を図る。（実施主体：市町村

及び一部事務組合、実績：９か所） 
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ウ 台東区立病院整備事業費償還補助（平成19年度事業開始） 

台東区が旧都立台東病院を継承して設置している医療施設の整備事業費の起債償還に対し

て助成を行うことにより、地域に不足する医療の整備を促し、地域医療の確保と向上を図る。

（実施主体：台東区） 

(2）民間医療機関に対する補助 

ア 医療施設近代化施設整備費補助事業（平成５年度事業開始） 

医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院における患者の療養環境、

医療従事者の職場環境及び衛生環境の改善を進めるとともに、へき地や都市部の診療所の円

滑な承継のための整備を促進するため、施設整備費等の補助を行い、医療施設の経営の確保

を図っている。（実施主体：民間医療機関） 

イ 地域医療構想推進事業（施設設備整備）（平成28年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

病床機能の分化及び連携を促進するため、病床の整備や病床機能の転換を行う医療機関に

対し、改修・改築等の施設・設備整備に要する経費の一部を補助する。（実施主体：民間医療

機関）また、医療機能の強化に取り組む地域医療を支える医療機関に対し、必要な施設・設

備整備に要する経費の一部を補助する。 

ウ 地球温暖化対策施設整備補助事業（平成22年度事業開始） 

医療機関の太陽光発電パネル及び高効率熱源機器等の設置工事等に要する経費を補助する

ことにより、温室効果ガス削減の取組を促進する。（実施主体：民間医療機関） 

エ 在宅歯科医療設備整備事業（平成21年度事業開始） 

主に高齢者・寝たきり者等に対する在宅歯科医療の普及向上に資するため、在宅歯科医療

を実施する医療機関に対し在宅歯科医療機器等の設備を整備し、安全で安心な質の高い歯科

医療提供体制の充実を図る。（実施主体：民間医療機関、実績：48か所） 

(3）外国人未払医療費補てん事業（平成６年度事業開始） 

外国人を診療した都内の医療機関（都立を除く。）が、その医療費の全部又は一部を収入する

ことができない場合、当該未収分の一部を東京都が補てんすることにより、医療機関の負担の

軽減を図るとともに、外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療の確保を図っている。（本事業

は、国が外国人未払医療費補てんに関する施策を講ずるまでの暫定事業として実施）（実施主

体：東京都（支払業務は公益財団法人東京都福祉保健財団に委託）、実績：72人） 

(4）東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業（平成26年度事業開始） 

地域の医療機関間でデジタル技術を活用した医療情報の共有化を図るために必要な経費の一

部を補助し、地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を図る。（実施主体：民間

医療機関） 

(5）病院診療情報デジタル推進事業（令和２年度事業開始） 

中小病院の電子カルテシステムの整備を支援するとともに、地域医療連携ネットワークへの
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参画を進めることにより、電子カルテシステムを活用した効果的な医療情報の共有等を促進す

る。（実施主体：民間医療機関） 

(6）オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業（令和２年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

医療機関がオンライン医療相談、オンライン受診勧奨及びオンライン診療を行うための専用

の情報通信機器等の初期導入経費を補助することにより、かかりつけ医等によるオンライン診

療等のための環境整備を図る。（実施主体：民間医療機関） 

 

 

６ 救急医療体制の充実 

不慮の事故や急病にかかった場合、いつでも、どこでも、誰でも、症状に応じて適切な医療

が受けられるよう、区市町村は入院を必要としない軽症の救急患者に対する初期救急医療、東

京都は入院を要する中等症や重症の患者に対応する二次救急医療及び生命危機を伴う重篤患者

に対する三次救急医療という役割の下に、救急医療体制の体系的整備と連携に取り組んでいる。 

(1）救急医療事業 

ア 初期救急医療（医療保健政策区市町村包括補助事業にて実施） 

区市町村が行う休日夜間急患センターや在宅当番医制度等の初期救急医療体制の整備に対

して支援を行っている。 

イ 二次救急医療 

(ｱ）休日・全夜間診療事業（平成11年度事業開始） 

入院治療を必要とする救急患者（内科系、外科系）に365日24時間対応するため、休日及

び夜間の救急入院が可能な病床を確保している。 

(ｲ）救急医療の東京ルール（平成21年度事業開始） 

搬送先選定困難な救急患者の増加傾向等を踏まえ、医療機関選定の迅速化や救急患者の

受入れなど、迅速・適切な救急医療を確保するため、平成21年に「救急医療の東京ルー

ル」を策定した。 

○ルールⅠ 救急患者の迅速な受入れ 

・二次保健医療圏において救急患者を受け止めるネットワークの核となる東京都地域救

急医療センターを設置【「未来の東京」戦略】 

・搬送先選定困難患者の受入調整等を担う救急患者受入コーディネーターを配置 

○ルールⅡ 「トリアージ」の実施 

緊急性の高い患者の生命を守るため、救急医療の要否や診療の順番を判断する「トリア

ージ」を、救急の様々な場面で実施する。 

○ルールⅢ 都民の理解と参画 

都民は、自らのセーフティネットである救急医療が重要な社会資源であることを認識し、
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救急医療を守るため、適切な利用を心掛ける。 

(ｳ）救急搬送患者受入体制強化事業（平成28年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

救急医療機関における救急依頼の不応需を改善するため、医師や看護師以外でも対応可

能な調整業務等を行うことができる救急救命士を配置し、救急搬送患者の受入体制の強化を

図る。（実施主体：都内医療機関） 

ウ 三次救急医療 

都内28か所の救命救急センターの整備・運営を支援することにより、重症･重篤な患者の受

入体制を確保している。 

救急医療事業の概要 （令和５年４月現在）（単位：か所） 

区分 種別 診療内容 規模 実施主体 

初 

期 

休日夜間急患センター 休日又は夜間の急患の診療 77 区市町村 

休日診療 
（初療：内科・小児科） 休日昼間の内科・小児科の急患の診療 80 区市町村 

準夜診療 
（初療：内科・小児科） 

休日の準夜間帯における内科・小児科
の診療 30 区市町村 

休日診療 

（初療：眼科・耳鼻咽喉科） 

休日の昼間の眼科・耳鼻咽喉科急患の

診療 

実施日当たり

眼科 1～4 

耳鼻咽喉科 

6 

 

都 

休日診療 
（初療：歯科） 休日昼間の歯科の急患の診療 

区部 38 
多摩 26 区市町村 

二 
次 

救急告示医療機関 救急隊が搬送する傷病者の診療・入院 315 開設主体 

休日・全夜間診療 

（２科：内科系・外科系） 

（３科：内科系・外科系・小児科） 

休日及び全夜間の急患の専門的治

療及び入院 

 

234 

 

都 

休日診療 

（入院：眼科・耳鼻咽喉科） 

休日の眼科・耳鼻咽喉科急患の診療、

入院 

実施日当たり 

眼科 1 

耳鼻咽喉科 

2 

 

都 

特殊救急医

療熱傷

精神科 

特殊診療領域の救急医療の確保 
実施日当たり

熱傷 1～2 

精神科 1 

 

都 

三

次 

救命救急センター 
生命危機を伴う重症、重篤患者の専門的 
治療（365日24時間） 28 都 

 

(2）東京都ドクターヘリ運航事業（令和２年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

ドクターヘリの運用に必要な環境を整備し、基地病院の運営経費等を補助するとともに、近

隣県との連携体制の構築及び災害時における活用の検討を進め、救急患者の救命率等の向上及

び救急患者搬送体制の拡充を図る。 

(3）循環器病対策の推進 

ア 循環器病対策推進協議会等（令和２年度事業開始） 

東京都循環器病対策推進計画に基づき、総合的に循環器病対策の推進を図るため、東京都

循環器病対策推進協議会を設置し、検討を行う。（実施主体：東京都） 
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イ 脳卒中医療連携推進事業（平成20年度開始） 

各二次保健医療圏に脳卒中医療連携圏域別検討会を設置し、地域に根ざした医療連携を展

開している。（実施主体：島しょを除く12圏域（検討会）） 

ウ 心臓循環器（CCU）救急医療体制整備事業（平成15年度事業開始） 

東京都ＣＣＵ連絡協議会を設置し、心臓循環器救急医療体制の整備や患者の早期収容体制

の確保等を行い、心臓循環器救急医療の質の向上を図る。（実施主体：東京都（公益社団法人

東京都医師会に委託）） 

エ 心不全サポート事業（令和５年度事業開始）【新規】 

地域における医療・介護関係者への心不全に対する理解促進や相談支援の充実を図るとと

もに、関係者間の連携を強化し、患者が地域において安心して療養生活を送れる体制を整備

する。（実施主体：東京都（医療機関に委託）） 

オ 循環器病ポータルサイトの運営（令和５年度事業開始）【新規】 

循環器病ポータルサイトを構築し、患者や家族のニーズに応じた情報や相談窓口の情報な

どを整理し、都民に対し循環器病に関する情報を分かりやすく提供する。（実施主体：東京都） 

(4）救急医療に関する普及・啓発 

「救急の日（毎年９月９日）」に合わせて、リーフレット等の作成配布、各種講演会等を実

施し、都民への救急医療に関する情報の提供や普及啓発の充実を図っている。（実施主体：東京

都） 

(5）救急患者の早期地域移行支援（令和２年度事業開始） 

救急患者の早期の地域移行を支援するため、初期治療後に状態が比較的安定した救急患者が

居住地に近い医療機関へ円滑に転院できる仕組みを構築するとともに、入退院調整に係る取組

の強化を図る。（実施主体：東京都） 

(6）救急・周産期・小児医療機関の感染拡大防止対策への支援（令和２年度事業開始） 

都内の救急・周産期・小児医療機関において、院内感染を防止するために必要な設備整備等

を支援する。 

 

 

７ 小児医療体制の充実 

重篤な小児救急患者を迅速に受け入れ、救命治療を行う小児三次救急医療施設である「東京都

こども救命センター」を運営するとともに、初期から三次までの医療機関相互の連携体制の構築

等、小児救急医療体制の充実を図る。 

 

(1）東京都こども救命センターの運営（平成22年度事業開始） 

24時間体制で小児重篤患者を内科・外科を問わず迅速に受け入れ、高度な救命治療を速やか

に実施する「東京都こども救命センター」として４か所を指定している。（実施主体：東京都
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（地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター外３か所に委託）） 

同センターでは、救命処置のほか、円滑な転院搬送のための施設間調整を行うとともに、地

域の医療機関をサポートする臨床教育・研修等を実施する。 

また、急性期を過ぎた患者の円滑な転退院を支援するため、退院支援コーディネーターを各

センターに配置している。 

(2）休日・全夜間診療事業（小児）（平成13年度事業開始） 

休日及び夜間における小児科の救急患者に対する診療体制を確保し、二次救急医療体制を整

備する。 

ア 専任看護師配置（平成21年度事業開始） 

軽症患者を多数含む小児救急患者の中から、緊急性の高い重症患者を判別して治療の優先順

位を判断する専門的知識をもったトリアージナースを配置する。（実施主体：東京都） 

(3）小児初期救急運営に対する補助（平成16年度事業開始） 

区市町村が平日の夜間に行う小児初期救急医療事業に対し、その経費を補助することにより、

地域における平日夜間の小児初期救急医療体制を確保する。（実施主体：区市町村） 

(4）小児医療協議会（平成22年度事業開始） 

初期から三次までの施設間連携など、小児医療体制の強化に向けた協議・検討等を行う。（実

施主体：東京都） 

(5）地域における小児医療研修事業（平成20年度事業開始） 

地域の小児初期救急診療事業に参加する医師を確保するため、指定二次救急医療機関（小児）

における地域の診療所の医師等を対象とした臨床研修や、地域で小児救急医療に従事する医師

向けの研修会を実施する。 

また、診療所医師と指定二次救急医療機関（小児科）の医師等を対象とした専門的な研修受

講への支援を行うことにより、地域の小児救急医療水準の向上を図り、小児救急医療を担う人

材の確保を進める。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都医師会に委託）） 

 

小児救急医療対策の概要 （令和５年４月現在） 

区 分 主要事業 診療内容 規 模 実施主体 

初 期 平日夜間診療事業 平日準夜間帯の小児初期救急患者の診療 41か所 区市町村 

二 次 
休日・全夜間診療事業 

（小児科） 
休日及び全夜間の急患の専門的治療及び入院 51か所 都 

三 次 
東京都こども救命セン

ター運営事業 

他の医療機関では救命治療の継続が困難な小児

重篤患者の専門的治療 
4か所 都 

※ 三次救急医療は、救命救急センターとの連携により実施  
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８ 周産期医療体制の充実 

診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児等に対する対応など、周産期医療に対する需要

の増加に応えるため、地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提

供する総合的な周産期医療体制を整備する。 

 

(1）周産期母子医療センターの運営 

周産期母子医療センターに対し、運営や施設整備に要する経費の一部を補助することにより、

24時間体制でハイリスク患者を受け入れる機能を確保する。 

また、ＮＩＣＵ（Neonatal Intensive Care Unit：新生児集中治療管理室）等病床を確保する

とともに、周産期母子医療センターにおいて受入・搬送調整業務を行う医師の負担軽減を図る

ため、看護師等を配置し、受入体制及び搬送調整機能の強化を図る。 

周産期医療ネットワークグループに参画する一次、二次医療機関の医師の協力により、周産

期母子医療センターの休日夜間診療体制を確保する。このほか、ＮＩＣＵ入院児支援コーディ

ネーターを配置し、早期から在宅移行支援を行うことで、子供や家族の療養環境を整備すると

ともに、理学療法士を配置し、ハイリスク新生児に対する発達支援を行うことで、児の望まし

い成長発達を支援する。（実施主体：周産期母子医療センター、令和５年４月１日現在：29か所） 

(2）母体救命対応総合周産期母子医療センター（スーパー総合周産期センター）（平成20年度事

業開始） 

総合周産期母子医療センターにおいて、救急部門等の医師との連携体制を構築し、母体救命

に関わる緊急搬送依頼を必ず受け入れる体制を整備する。（実施主体：東京都（医療機関に委

託）、令和５年４月１日現在：６か所） 

(3）周産期搬送コーディネーターの配置（平成21年度事業開始） 

都内を８つの周産期搬送ブロックに分け、ブロック内の総合周産期母子医療センター等で受

入れや搬送先の調整が困難な事例について、ブロック間の搬送調整等を集中して行うコーディ

ネーターを配置し、緊急を要する母体・新生児への迅速な医療提供体制を確保する。（実施主

体：東京都） 

(4）多摩新生児連携病院（平成22年度事業開始） 

周産期母子医療センターが少ない多摩地域において、ハイリスクに近い新生児に対応可能な

医療機関を確保することにより、多摩地域の新生児受入体制の強化を図る。（実施主体：東京都

（医療機関に委託）） 

(5）周産期医療ネットワークグループの構築（平成20年度事業開始） 

都内に８つの周産期医療ネットワークグループを運営し、周産期医療機関等の機能別役割分

担と連携体制を構築し、妊婦（胎児）・新生児のリスクに応じた医療提供の仕組みづくりを行

う。（実施主体：東京都（総合周産期母子医療センター等に委託）） 
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(6）周産期連携病院（休日・全夜間診療事業）（平成21年度事業開始） 

ミドルリスク患者の受け皿として「周産期連携病院」を指定するとともに、施設設備整備へ

の支援を行い、休日や夜間における救急搬送受入体制の確保を図る。（実施主体：東京都（医療

機関に委託）、令和５年４月１日現在：11か所） 

(7）周産期医療情報ネットワーク事業（平成９年度事業開始） 

周産期医療の運営に必要な情報の収集・提供等を行うため、産科及び新生児病床の空床状況

等について、周産期母子医療センター等の周産期医療施設と東京消防庁との間をネットワーク

で結んで情報提供を行う。（実施主体：東京都） 

(8）小児等在宅移行研修事業（平成24年度事業開始） 

ＮＩＣＵ・ＰＩＣＵ（Pediatric Intensive Care Unit：小児集中治療室）等の確保及び在宅

療養への円滑な移行を促進し、在宅移行後の地域における児の安心・安全な療養生活を支援す

るため、ＮＩＣＵ・ＰＩＣＵ等入院児に関わる医師・看護師・保健師・医療社会事業従事者

（医療ソーシャルワーカー等）を対象とした研修を実施する。（実施主体：東京都） 

(9）在宅移行支援病床運営事業（平成22年度事業開始） 

ＮＩＣＵやＧＣＵ（Growing Care Unit：回復期治療室）に長期入院している小児等について

ＮＩＣＵ・ＧＣＵと在宅療養の間に中間的な病床として在宅移行支援病床を設置し、在宅生活

への円滑な移行を促進する。（実施主体：周産期母子医療センター等） 

(10）在宅療養児一時受入支援事業（平成24年度事業開始） 

ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療中の定期的医学管理及び保護者のレスパイトケアを行う。

（実施主体：周産期母子医療センター等） 

(11）ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援事業（平成29年度事業開始） 

退院後に医療ケア等が必要なＮＩＣＵ・ＧＣＵ・ＰＩＣＵ等に入院している小児の在宅療養

への円滑な移行を推進するとともに、退院後の安定した生活の継続を支援するため、周産期母

子医療センター等による自宅への訪問指導や外泊訓練等を支援するための経費を補助する。（実

施主体：周産期母子医療センター、訪問看護ステーション等） 

(12）産科救急対応向上事業（平成27年度事業開始） 

一次分娩取扱施設の医師及び助産師、看護師を対象とした産科救急に関する研修等を実施し、

初期対応の強化を図る。（実施主体：東京都（一般社団法人東京産婦人科医会に委託）） 

(13）新生児医療担当医育成支援事業（平成29年度事業開始） 

臨床研修修了後の専門的な研修において小児科を選択し、かつ、ＮＩＣＵ等で新生児医療を

担当する医師に研修医手当等を支給する医療機関に対し、経費の一部を補助することで、将来

の新生児医療を担う医師の育成を図る。（実施主体：都内医療機関） 

(14）災害時小児・周産期医療対策（平成29年度事業開始） 

災害時の小児・周産期医療提供体制について、検討を進めるとともに、都及び各二次保健医療
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圏に災害医療コーディネーターのサポート役として、小児・周産期医療に関する調整を行う「災

害時小児周産期リエゾン」を設置している。（実施主体：東京都） 

(15) 助産所設備整備費補助事業（令和５年度事業開始）【新規】 

妊婦の多様なニーズに応え、身近な地域で安全・安心に出産できる環境を整備するため、分

娩を取り扱う助産所に対して、医療機器や情報通信機器等の設備整備に要する経費を補助する。

（実施主体：東京都） 

 

 

９ 災害時医療体制の整備 

大規模地震等が発生した場合に、的確な被害情報を速やかに把握し、迅速かつ適切な医療救護

活動を行えるよう、災害時医療体制を整備する。 

(1）東京都災害医療協議会の設置（平成23年度事業開始） 

災害の発生直後から迅速かつ円滑に医療を提供するため、東京都災害医療協議会を設置し、

災害医療体制の強化を図る。 

また、平成24年度から、二次保健医療圏ごとに「地域災害医療連携会議」を開催し、地域の

実情を踏まえた医療連携体制を構築する。さらに、他県からの応援医療チームの受入れや、傷

病者の搬送について調整できるように、都及び各二次保健医療圏に災害医療コーディネーター

を設置している。（実施主体：東京都） 

(2）医療救護活動 

災害時における医療救護は、区市町村が一次的に実施する。都は、区市町村から応援要請が

あった場合及び医療救護の必要性があると認めた場合、医療救護班を編成し派遣する。 

発災直後からの医療救護活動は、負傷者が発生する災害現場又は負傷者が殺到する医療機関

での活動を中心とし、多数の負傷者がいる場合は、トリアージを実施する。重症者など対応で

きない負傷者がいる場合は、応急処置を施した後、災害拠点病院等に順次搬送する。 

そのほか、公的機関の搬送体制を補完し、空路による広域的な救急搬送体制を確保するため、

東京都ドクターヘリを活用するほか、一般財団法人日本救急医療財団と「災害時の航空機によ

る医療搬送業務協定」を締結し、民間航空会社が保有するヘリコプターを活用できることとし

ている。 

  

- 114 -



− 115 − 
 

医療救護班等の概要 （単位：班、人） 

種 別 班 数 １班当たりの編成 

都医療救護班 221 ――― 

（
内
訳
） 

都立病院、公社病院 26 医師１、看護師１、事務その他１ 

都医師会 94 医師１、看護師１、事務その他１ 

日赤東京都支部 32 医師１、看護師３、事務その他２ 

災害拠点病院 69 医師１、看護師１、事務その他１ 

都歯科医療救護班 
（都歯科医師会） 

110 歯科医師１、歯科衛生士又は歯科技工士１、事務その他１ 

都薬剤師班（都薬剤師会） 200 薬剤師３ 

 

(3）災害時医薬品等の備蓄 

災害時の医療救護活動に必要な医薬品、医療資器材等を備蓄している。（実施主体：東京都） 

ア 災害時応急用医療資器材 

医療救護所等で使用する医薬品・医療資器材を蘇生、創傷、熱傷、骨折、輸血輸液、緊急

医薬品及び雑品の７点で構成し、15個のケースに収納している。 

イ 現場携行用資器材 

医療救護班が被災現場に背負って運べるよう救命処置用の医療用資器材一式を、かばん３

個に収納している。 

ウ セルフケアセット 

被災者自身が処置するための軽症者用のセットである。 

エ 補充用医薬品 

都医療救護班への補給及び区市町村、医療機関からの要請に対応するための医薬品を都に

おいて保管している。 

医薬品等の備蓄状況 （令和５年４月１日時点） 

品 目 数 量 備蓄場所 

医
薬
品 

医
療
用
資
器
材 

災害時応急用資器材 108セット 約50,000人分 都立病院、民間病院等、都備蓄倉庫 

現場携行用資器材 84セット 約200人分 都立病院、民間病院等 

セルフケアセット 254セット 約127,000人分 都立学校、都備蓄倉庫 

補充用医薬品 約74,000人分 都備蓄倉庫等 

 

(4）災害拠点病院の整備（昭和60年度事業開始） 

災害拠点病院は、災害時において通常の医療体制では医療の確保が困難となった場合に、応

急医療を行う医療救護所と連携して、知事の要請に基づいて重傷者等を受け入れることを目的

としている。広域基幹災害拠点病院（２か所）、地域災害拠点中核病院（二次保健医療圏ごと

に１か所）、地域災害拠点病院（その他の災害拠点病院）の３分類で指定している。（実施主

体：民間医療機関等、令和５年４月現在：83か所） 
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(5）災害拠点連携病院の整備（平成25年度事業開始） 

災害時に、主に中等症者や容態の安定した重症者を受け入れる医療機関として、救急告示を

受けた病院等を「災害拠点連携病院」に指定している。（実施主体：民間医療機関等、令和５年

４月現在：137か所） 

(6）災害拠点病院等事業継続計画（ＢＣＰ）策定等支援事業（令和２年度事業開始）【「未来の東

京」戦略】 

災害拠点病院、災害拠点連携病院及び災害医療支援病院のＢＣＰの改定等を支援し、災害時

の救護活動体制の確保を図る。（実施主体：東京都） 

(7）医療機関水害対策ＢＣＰ策定ガイドラインの策定（令和５年度事業開始）【新規】【「未来の

東京」戦略】 

医療機関が台風や豪雨災害などによる浸水被害に備えられるよう、医療機関の水害対策に特

化したＢＣＰ策定ガイドラインを策定する。（実施主体：東京都） 

(8）移動電源車の確保事業（令和２年度事業開始） 

大規模災害等による広範囲で長時間にわたる停電発生時においても、病院の診療機能を維持

できるよう移動電源車を確保する。（実施主体：東京都） 

(9）東京都災害拠点病院災害時拠点強靭化緊急促進事業（平成27年度事業開始） 

大規模災害発生時において、多数の負傷者を受け入れるために必要となる施設又は設備の整

備に要する経費の一部を補助することにより、災害拠点病院の機能の拡充を図る。（実施主体：

災害拠点病院（国及び都を除く。）） 

(10）災害拠点病院等自家発電設備等整備強化事業（令和元年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

災害拠点病院及び災害拠点連携病院が行う自家発電設備の浸水対策及び地震の揺れによる破

損対策の工事費等を補助する。（実施主体：災害拠点病院及び災害拠点連携病院等） 

(11）医療施設耐震化促進事業（平成19年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

建築基準法における新耐震基準（昭和56年６月１日施行）導入以前に建築された建築物を有

する都内の救急医療機関等が行う耐震診断及び耐震補強に必要な経費を補助することにより、

医療施設における安全性の向上と震災時における医療体制の確保を図る。（実施主体：救命救急

センターを有する医療機関、災害拠点病院、東京都指定二次救急医療機関及びIs値0.3未満の建

物を有する病院） 

(12）医療施設耐震化対策事業（平成22年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

建築基準法における新耐震基準（昭和56年６月１日施行）導入以前に建築された病棟等を有

する都内の医療機関が行う耐震診断、耐震補強、新築建替及び移転改修に必要な経費を補助す

ることにより、医療施設における安全性の向上及び震災時における適切な医療提供体制の確保

を図る。（実施主体：Is値0.3以上0.6未満の建物を有する都内病院（救急告示医療機関を除

く。）） 
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(13）医療施設耐震対策緊急促進事業（平成26年度事業開始） 

不特定多数の者が利用する医療施設は、災害時の機能確保が必要な施設であることから、利

用者の安心・安全を確保するために必要な耐震診断又は耐震改修を行う施設に対して費用を補

助することにより、医療施設の耐震化の推進を図る。（実施主体：階数３以上延べ床面積5,000㎡

以上の建築物を持つ病院） 

(14）医療施設防火対策緊急整備事業（平成26年度事業開始） 

火災が発生した際の被害の甚大化を防ぐなど医療施設における防火対策を推進するため、有

床診療所、病院及び助産所におけるスプリンクラー等の整備に要する費用に対して補助を行い、

患者等の安全の確保を図る。（実施主体：病床等を有する診療所、病院及び助産所（国及び都を

除く。）） 

(15）東京ＤＭＡＴの編成（平成16年度事業開始） 

大震災等の自然災害や大規模交通事故等の都市型災害の現場で、専門的なトレーニングを受

けた医師や看護師等が一刻も早い救命処置等を行い都民の生命を守るために、災害医療派遣チ

ーム「東京ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）」を編成し運営している。26か所

を指定し、全ての二次保健医療圏に東京ＤＭＡＴを整備している。（実施主体：東京都、令和５

年４月１日現在：東京ＤＭＡＴ指定病院26か所） 

(16）災害医療計画策定支援事業（医療保健政策区市町村包括補助事業にて実施）（平成25年度事業

開始） 

首都直下地震等の大規模災害発生に備え、区市町村災害医療コーディネーターを中心とした

地域災害医療体制の確立を支援する。（実施主体：区市町村） 

 

 

10 へき地医療対策等の充実 

山村振興法、離島振興法、過疎地域自立促進特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法に

より指定されている山間地域並びに伊豆諸島及び小笠原諸島の島しょ地域の３町８村（へき地）

を対象とした医療対策として、自治医科大学卒業医師の派遣やへき地勤務医師等確保事業による

医師等の確保、専門診療や画像電送システムによる診療支援や人工透析医療体制の整備などへき

地における診療体制の充実を図る。 

(1）へき地医療従事者の確保 

へき地においては、医師のみならず看護師等の医療従事者も確保が困難であるため、平成21

年２月から「東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所」を開設し、へき地町村が行う医

療従事者の確保を支援している。 

また、平成28年度から看護職員を、平成30年度からは医療機関に必要な医療従事者を対象と

した現地見学会を開催する島しょ町村に対して、その経費の一部を補助している。（実施主体：
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島しょ町村） 

(2）東京都地域医療支援ドクター事業（平成21年度事業開始） 

多摩・島しょの公立病院等を支援し、地域の医療体制を確保するため、地域医療の支援に意

欲を持つ医師を都が採用し、へき地医療機関及び市町村公立病院に一定期間派遣する。（実施主

体：東京都、在籍13人、派遣実績７人） 

(3）島しょ救急患者の搬送 

島しょ地域の診療所等では対応困難な救急患者に対応するため、島しょ医療基幹病院である

都立広尾病院を中心として患者の受入れ、ヘリコプター等による救急患者搬送体制整備などを

行っている。（実施主体：東京都及び東京消防庁、実績：201人） 

なお、ヘリコプターによる島しょ地域の救急患者搬送体制を充実するため、医療資器材を搭

載し、医師が同乗して機内で医療を提供できる東京消防庁の消防ヘリを活用し、平成19年度か

ら「東京型ドクターヘリ」という名称で運用している。運用に当たっては、添乗医師の派遣が

可能で、ヘリポートに近接する病院や大型ヘリが離着陸できる病院等を協力病院として新たに

確保することにより、救急患者搬送時間の短縮を図っている。 

(4）山谷地域及び路上生活者救急医療協力謝金（平成12年度事業開始） 

山谷地域の居住者及び路上生活者に対する救急医療の確保対策の一環として、救急隊が搬送

するこれらの救急患者を受け入れて診療を行った救急医療機関等に対し、協力謝金を交付して

いる。（実施主体：東京都、実績：255人） 

 

 

11 医療安全対策の推進 

医療サービスの質の向上を図り、都民が安全・安心で満足度の高い医療を受けられるようにする

ため、医療安全対策を推進する。 

(1）医療施設等の許認可（昭和25年度事業開始）・監視指導（昭和23年度事業開始） 

医療法に基づき、病院の開設（使用）許可、一部変更（使用）許可等及び医療法人の設立認

可及び定款、寄附行為の変更認可等を行っている。 

また、病院が医療法に規定する人員、構造設備等の基準を維持し、適正な管理を行っている

かどうか、立入検査を実施するなど指導監督を行っている。（実施主体：東京都） 

なお、診療所と助産所の許認可・監視指導は各特別区、八王子市、町田市及び都保健所が行

っている。 
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実績 （単位：件） 

(ｱ)病院の開設許可等 開設許可 36 

開設使用許可 42 

変更許可 432 

変更使用許可 351 

(ｲ)医療法人の設立認可等 設立認可数 227 

定款・寄附行為の変更認可 658 

解散認可数 25 

合併認可数 4 

分割認可数 0 

(ｳ)都内病院の監視指導 立入検査（医療安全、個人情報管理等） 190 

定例立入検査（再掲） 181 

臨時立入検査（再掲） 9 

立入検査（放射線使用施設） 97 

立入検査（精神科病院） 80 

※令和４年度実績 

 

(2）医療安全支援センター 

都民の医療に関する苦情・相談に対応し、都内の医療機関等に対する助言、情報提供及び研

修、患者・都民に対する助言及び情報提供並びに地域における意識啓発を図ることで、医療安

全を推進し、もって都民の医療に関する信頼の確保及び医療機関における質の高い医療サービ

スの提供の推進を図る。（実施主体：東京都、実績：患者の声相談窓口に寄せられた相談件数本

庁8,438件、都保健所2,864件） 

ア 患者の声相談窓口（平成13年５月事業開始） 

イ 医療機関や都民を対象にした医療安全に関する情報提供 

ウ 医療機関を対象にした医療安全に関する資質向上研修の実施 

エ 医療安全推進のための協議会の開催 

(3）東京都院内感染対策推進事業 

各病院の院内感染対策を推進するため、都内各地域で構築されている院内感染ネットワーク

同士の連絡会等を実施し、相互に協力・支援のできる体制の構築及び個別のネットワークに対

するフォローアップを行う。また、精神病床や療養病床を有する病院の事情を踏まえた研修会

等を実施し、各病院現場の抱える課題に即した院内感染対策を行う。（実施主体：東京都（公益

社団法人東京都医師会に委託）） 

(4）衛生検査所精度管理（昭和57年度事業開始） 

民間衛生検査所における検査精度の向上を図るため、精度管理調査及び調査結果に基づく監

視指導を行う。（実施主体：東京都（精度管理調査の一部を公益社団法人東京都医師会に委託。

ただし、区部、八王子市及び町田市の衛生検査所に対する監視指導は、各区市が実施してい

る。）、実績：精度管理委員会７回、精度管理調査施設延べ121か所（オープン方式103か所、
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ブラインド方式18か所）、登録衛生検査所監視指導56か所（都５、区41、八王子市及び町田市

10）） 

(5）死体検案・解剖 

ア 区部（監察医務院・昭和23年設置） 

死体解剖保存法に基づき、区部において発生した不自然死の死体検案及び解剖を行い死因

を明らかにすることにより、社会秩序の維持や疾病の予防等公衆衛生の向上を図るとともに

医学の教育研究に寄与する。（実施主体：東京都（監察医務院）、実績：検案14,241件、解剖

2,002件） 

イ 多摩・島しょ地区（昭和53年度事業開始） 

死体解剖保存法による監察医制度は、都内においては、区部に限定されているが、多摩・

島しょ地区においても、死因調査の適正を期し、公衆衛生の向上を図るため実施している。

（実施主体：東京都が関係機関に委託又は関係機関の協力を得て実施、実績：検案6,807件、

解剖818件） 

(6）医療法人台帳オンラインシステム（令和３年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

医療法人台帳システムのオンライン化により、法人による医療法に関する申請や都民の閲覧等

の利便性の向上、手続の簡素化及び効率化を図る。（実施主体：東京都） 

(7）医療機関における集中的検査の実施（令和３年度事業開始） 

重症化リスクの高い患者が多く入院する医療機関の職員等を対象として、集中的・定期的に抗

原定性検査を実施する。 

 

 

12 医療人材の確保と質の向上 

少子高齢社会の進展や医療の高度化・多様化など社会環境等が大きく変化する中で、都民ニー

ズに応えるため、保健医療を担う人材の養成・確保と質の向上を図る。 

 

(1）医療人材の確保 

ア 学校・養成施設（所）の指定及び指導 

医療従事者に関するそれぞれの法律及び学校・養成施設（所）指定規則に基づき、各学

校・養成施設（所）の指定又は指定申請の国への経由及び各施設（所）に対する指導を行っ

ている。（実施主体：東京都） 

 

 

 
  

- 120 -



− 121 − 
 

都内医療従事者養成所養成数及び養成施設数        （令和５年４月１日現在、募集停止を除く。）（単位：人、か所） 

区 分 養成数 

(１学年定員) 

養成 

施設数 

区 分 

 

養成数 

(１学年定員) 

養成 

施設数 

大学・大学校(保･助･看) 2,471  救急救命士 446 5 

大学院(保･助) 107  臨床検査技師 460 7 

統合カリキュラム(保･看) 20 90課程 視能訓練士 250 3 

助産師 160  歯科衛生士 1,647 20 

看護師 2,590  歯科技工士 235 5 

准看護師 308  あん摩マッサージ指圧師 240 2 

診療放射線技師 779 10 あん摩マッサージ指圧師 

はり師・きゅう師 

404 6 

理学療法士 1,331 18 はり師・きゅう師 975 16 

作業療法士 655 14 柔道整復師 1,596 19 

義肢装具士 28 1 言語聴覚士 413 9 

   臨床工学技士 370 7 

 

 

イ 准看護師試験（昭和29年度事業開始） 

保健師助産師看護師法に基づき、知事が准看護師試験を行っている。（実施主体：東京都、

実績：受験者数459人、合格者445人（合格発表時点、卒業証明書未提出者を含む。）） 

ウ 医療従事者の免許 

法律に基づき、各医療従事者の免許に関する申請等の国への経由事務を行っている。 

なお、准看護師免許並びに旧制度に基づく保健婦、助産婦、看護婦及び診療エックス線技

師の免許事務については、知事が行っている。 

免許の年間取扱件数 （単位：件） 

免 許 根拠法 年間取扱件数 

医師 医師法 2,528 

歯科医師 歯科医師法 641 

保健師・助産師・看護師・准看護師 保健師助産師看護師法 14,350 

診療放射線技師・診療エックス線技師 診療放射線技師法 425 

理学療法士・作業療法士 理学療法士及び作業療法士法 1,490 

臨床検査技師・衛生検査技師 臨床検査技師等に関する法律 559 

視能訓練士 視能訓練士法 142 

 

エ 臨床研修病院の指定及び研修医の募集定員の設定 

医師法及び厚生労働省令に基づき、臨床研修病院の指定及び研修医の募集定員の設定を行

っている。（実施主体：東京都） 

オ 東京都地域医療対策協議会（平成19年５月設置） 

医療法第30条の23第１項の規定に基づき、医師等医療従事者の確保方策を協議することを

目的として、同規定に掲げる診療に関する学識経験者や地域の医療関係団体等の関係者から

構成される協議会を設置する。（実施主体：東京都、実績：２回） 

カ 東京都地域医療支援センター（平成25年度事業開始） 

東京都地域医療対策協議会で決定した医師確保対策の方針に基づき、各医療機関における
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医師確保支援、地域医療医師奨学金被貸与者のキャリア形成支援、医師確保状況の実態把握、

求人・求職情報等医師確保対策に関する情報発信など、都の特性を踏まえた医師確保対策を

推進する。 

(ｱ）地域医療を担う医師養成事業（東京都地域医療医師奨学金）（平成21年度事業開始） 

将来、都内の医師確保が必要な地域や診療科等に医師として従事しようとする者に対し、

地域医療医師奨学金を貸与し、都内の医師の確保が必要な地域や診療科等の医師の確保及び

質の向上に資する。（実施主体：東京都、実績：貸与者数 特別貸与318人、一般貸与93人） 

(ｲ）東京都地域医療支援ドクター事業（平成21年度事業開始）【再掲】 

キ 東京都専門医認定支援事業（平成26年度事業開始） 

新たな専門医養成の仕組みが円滑に構築されるよう、指導医の派遣等を行う医療機関に対

する支援を行うことにより、専門医の質の一層の向上や医療提供体制の改善を図る。（実施主

体：東京都） 

ク 病院勤務者勤務環境改善事業（平成20年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

都内医療体制の安定的な確保が可能となるよう、病院勤務医師や看護職員の勤務環境を

改善し、医師等の離職防止と定着を図る取組及び職場を離れた女性医師等の復職を支援す

る取組に対し、必要な経費を補助する。（実施主体：都内病院（国、都、独立行政法人等を除

く。）） 

(ｱ）勤務環境改善及び再就業支援事業 

(ｲ）チーム医療推進の取組 

(ｳ）勤務環境改善施設設備整備事業 

ケ 地域医療勤務環境改善体制整備事業（令和３年度事業開始） 

医師の働き方改革を推進するため、救急医療など地域において特別な役割を担い、勤務

医の労働時間が長時間に及ぶ医療機関が行う、ＩＣＴ環境整備、休憩室整備、短時間勤務

要員確保などの必要な経費を補助することにより、勤務環境改善に向けた体制の整備を図

る。 

コ 東京都医療勤務環境改善支援センター（平成26年度事業開始） 

医師、看護師等の医療スタッフの勤務環境を改善することにより、医療安全の確保及び

医療の質の向上を図るため、医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情

報の提供、助言等の援助を行うなど、働きやすい環境整備に向けた医療機関の主体的な取

組を支援する。（実施主体：東京都） 

(2）医療社会事業 

ア 医療社会事業説明会（昭和53年度事業開始） 

医療社会事業従事者（医療ソーシャルワーカー等）の資質の向上と情報提供を目的として

説明会を開催している。（実施主体：東京都、実績：１回143人） 
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イ 医療社会事業従事者講習会（昭和41年度事業開始） 

事例式問題解決技法を中心とした従事者講習会や初任者講習会を行い、医療社会事業従事

者（医療ソーシャルワーカー等）の資質の向上を図っている。（実施主体：東京都（一般社

団法人東京都医療ソーシャルワーカー協会に委託）、実績：スーパービジョン講習会30回、

初任者講習会５回） 

ウ 地域巡回医療福祉相談（昭和60年度事業開始） 

地域在宅患者の相談の機会を確保するため、自治体及び医師会等との連携の下に、地域住

民に対して巡回医療福祉相談を実施する。（実施主体：東京都（一般社団法人東京都医療ソー

シャルワーカー協会に委託）、実績：実施回数７回） 

(3）看護職員等の養成・定着・再就業対策 

ア 都立看護専門学校の運営（昭和24年度事業開始） 

都内の医療機関等に従事する看護師を養成するため、看護専門学校を７校設置している。

（実施主体：東京都） 

都立看護専門学校在学者数及び卒業者就業状況     (令和５年４月１日現在）（単位：人） 

学校名 

５年度入学生 ５年度当初在学生 令和 

4年度

卒業生 

進路 
都内医療施設等 都外

医療
施設
就業 

進学 その他 
１学年定員 応募者 入学者 総数 １年 ２年 ３年 都立 都立以 

総数 600 1,292 602 1,795 608 587 600 568 227 311 4 19 7 

広尾看護学科 

（３年課程） 
80 175 79 238 79 78 81 73 22 41 1 7 2 

荏原看護学科 

（３年課程） 
80 161 80 234 81 76 77 74 36 37 1 1 0 

府中看護学科 

（３年課程） 
80 188 82 241 82 80 79 77 37 36 0 4 0 

北多摩看護学科 

（３年課程） 
120 243 120 362 121 116 125 120 48 68 1 3 0 

青梅看護学科 

（３年課程） 
80 123 80 241 83 76 82 65 13 49 0 1 2 

南多摩看護学科 

（３年課程） 
80 144 79 239 80 82 77 79 33 42 0 2 2 

板橋看護学科 

（３年課程） 
80 258 82 240 82 79 79 80 39 38 1 1 1 

（注）国家試験不合格者はその他に掲載 

イ 看護専門学校インターネット出願受付システム（令和４年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

都立看護専門学校の入学試験にインターネット出願を導入することで、出願者の利便性の

向上や手続等における業務の効率化等を図る。（実施主体：東京都） 

ウ 看護師等養成所運営費補助（昭和46年度事業開始） 

看護師等の学校又は養成所に対し、必要な経費を補助することにより教育内容の充実と都

内の看護師等の充足を図っている。（実施主体：保健師助産師看護師法による指定を受けた

学校及び養成所（助産師養成所及び看護師等養成所２年課程（通信制）を除き、医療法人立、

一般社団法人立及び一般財団法人立は専修学校又は各種学校の認可が必要）。ただし、学

校教育法第１条に規定する学校は除く。実績：31課程） 
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エ 看護師等修学資金貸与（昭和37年度事業開始） 

看護師等養成施設等に在学する者で、将来都内において看護業務に従事しようとする者に

対し、修学資金を貸与することにより、修学を容易にするほか、都内の施設に一定期間従事した場

合に返還を免除することで、都内の看護職員の確保及び質の向上を図っている。（実施主体：

東京都、実績：貸与者数 第一種貸与554人、第二種貸与319口、新制度貸与1,021人） 

オ 外国人看護師受入支援事業（平成20年度事業開始） 

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、外国人看護師候補者を受け入れた病院において、看護

師国家資格取得に必要な知識及び技術の修得に要する研修が円滑に実施されるよう支援す

るため、看護師国家試験対策研修及び日本語学習に要する経費を補助する。（実施主体：外

国人看護師候補者を受け入れた病院、実績：受入者数21人） 

カ 看護師等養成所施設整備費等補助（昭和63年度事業開始） 

看護師等の学校又は養成所の施設及び設備整備事業に要する経費を補助することにより、

教育環境を整備し教育内容の充実を図っている。（実施主体：保健師助産師看護師法による指

定を受けた学校及び養成所） 

キ 看護師宿舎施設整備費補助（平成５年度事業開始） 

看護師宿舎の個室整備事業に要する経費を補助することにより、看護職員の離職防止を図

っている。（実施主体：看護業務の改善や離職防止対策を実施している病院の設置者） 

ク 看護師勤務環境改善施設整備費補助（平成５年度事業開始） 

看護職員の勤務環境の改善に係る施設整備事業に要する経費について、都がその一部を補

助することにより、看護職員の離職防止を図っている。（実施主体：看護業務の改善や離職防

止対策を実施している病院の設置者） 

ケ 東京都ナースプラザの運営（平成５年度事業開始） 

離職中の看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看護師）に対する就業援助・就業促進

や教育研修及び看護に関する情報提供等を行い、看護職員の都内定着・確保、資質向上を図

るとともに都民に対する普及啓発活動を行う。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護

協会に委託）、実績：就業者数2,290人） 

(ｱ）ナースバンク事業：求人求職登録による就業あっせん、各種相談事業、各種調査等 

(ｲ）研修事業：再就業促進のための研修、実習指導者研修等 

(ｳ）普及啓発事業：一日看護体験学習、各種広報等 

コ 新人看護職員研修体制整備事業（平成19年度事業開始） 

新人看護職員の臨床研修体制の整備を図ることにより、新人看護職員の早期離職を防止す

るとともに、都内の看護職員等の定着促進を図る。（実施主体：都内の病院等（国立病院及

び国立高度専門医療研究センターを除く。）、実績：170か所） 
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サ 看護職員地域確保支援事業（平成19年度事業開始） 

離職した看護職が、身近な地域で復職支援研修・再就業支援相談等を受けられる就業支援

の仕組みを整備することで、潜在看護職の就業意欲を一層喚起し、再就業の促進を図る。

（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託、都立看護専門学校にて実施）） 

シ キャリアアップ支援事業（平成22年度事業開始） 

医療機関における特定行為研修等に関する理解を深めることにより、特定行為研修を修了

した看護師等の活躍を促進し、チーム医療をより一層推進するとともに、専門性の高い看護

師等のキャリアアップを支援し、勤務意欲の向上を図ることにより、看護師等の離職を防止

し、定着を促進する。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託）） 

ス 看護職員定着促進支援事業（平成23年度事業開始） 

就業協力員が都内病院を定期的に訪問し、各病院が実施する看護師等確保の取組を支援す

ることで、都内で働く看護職員の定着を促進する。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都

看護協会に委託）） 

セ 島しょ看護職員定着促進事業（平成26年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

島しょ地域において働く看護職を対象に、出張研修や一時的に島を離れる際の短期代替看

護職員派遣を実施することにより、島しょ地域に勤務する看護職員の働きやすい環境を整え、

定着を促進する。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託）、実績：出張研

修５回、短期代替看護職員派遣12回） 

ソ プラチナナース就業継続支援事業（令和３年度事業開始） 

看護職員のキャリア継続を支援するため、定年退職前からその後のライフプランを考え、

多様な職場を知る機会を提供し、看護職員の潜在化を防止するとともに、定着・再就業の促

進を図る。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託）） 

タ 看護職員再就業支援事業（令和３年度事業開始） 

東京都ナースプラザにおける情報発信や多様なニーズに対応した職業紹介の取組を強化す

るとともに、看護職員の再就業・定着に向けた奨励金の支給等を実施することにより、都内

の看護職員の確保を図る。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託）） 

(4）資質向上対策 

ア 看護管理者連絡会議（昭和37年度事業開始） 

保健医療サービスの高度化・多様化に対応できるよう、研修会や検討会等を通して看護管

理者の資質向上を図り、看護職員の総体的な資質及び看護業務の質の向上を推進している。

（実施主体：東京都、実績：２回） 

イ 看護師等教員養成研修（昭和46年度事業開始） 

看護教員として就業中又は就業予定の者に、看護教育に必要な知識、技術を修得させ、質

の高い看護教員を養成し、看護教育の向上を図っている。（実施主体：東京都（公益財団法人
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東京都福祉保健財団に委託）、受講者定員：45人） 

ウ 医学技術振興事業（昭和38年度事業開始） 

医師、歯科医師の資質向上と医療と健康に関する都民への普及啓発事業に対して補助を行

うことにより、地域における保健医療の確保及び充実を図っている。（実施主体：公益社団法人

東京都医師会及び公益社団法人東京都歯科医師会） 

エ 医療従事者研修 

医療従事者の資質向上を支援することにより、都民への保健医療サービスの向上を図って

いる。（①施術者講習会、②助産師教育指導講習会、③歯科衛生士講習会、④歯科技工士講習会） 

オ 医師臨床研修病院研修医環境整備事業（平成16年度事業開始） 

臨床研修医の宿舎整備事業に要する経費を補助することにより、効果的な臨床研修体制を

整備し、医師の資質の向上を図っている。（実施主体：私立医科大学附属病院及び厚生労働大

臣が指定した私立病院（臨床研修病院）の開設者） 

カ 退院支援人材育成研修（平成27年度事業開始）【「未来の東京」戦略】 

入院患者・家族の意向を踏まえ、円滑な退院支援を行えるよう、都内医療機関に対し、退

院支援・退院調整に必要な知識及び技術に関する研修を実施し、退院支援業務に従事する人

材の確保・育成を行う。（実施主体：東京都、実績：104か所、121人） 

キ 助産師定着促進事業（平成27年度事業開始） 

より良い助産ケアを提供するため、助産師の出向を通して、ケアの実践に必要な知識及び

技術を習得させ、助産師の実践能力の向上等を図ることにより、定着を促進する。（実施主

体：東京都（公益社団法人東京都看護協会に委託）） 

ク 助産所と嘱託医療機関等との連携支援事業（令和５年度事業開始）【新規】 

助産所における嘱託医師等の確保のため、都において相談窓口を設置し、助産所開設希望者等

からの相談に対する支援・調整を行う。（実施主体：東京都（公益社団法人東京都助産師会に委

託）） 
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